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2020（令和 2）年 2 月 10日 

内閣府「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議」 

ヒアリングにおける当協会の意見

公益財団法人公益法人協会 

理事長 雨宮 孝子 

Ⅰ はじめに 

公益法人は、地域に根差したコミュニティ活動からグローバルな地球的課題まで、積極的

に民間の知恵と財源を集め、今ある問題の解決から将来起こりうる問題を視野に入れ積極的

に活動している。その法的根拠は認定法 1 条に示されているように「民間の団体が自発的に

行う公益を目的とする事業の実施」である。 

組織におけるガバナンスの強化に対しては反対を唱えるものではないが、今回の有識者会

議の目的の中に「新公益法人制度改革から 10年が経過し、複数の不祥事が発生し、法人の運

営上ガバナンスが機能していないところがみられる。そこで公益法人のガバナンスをより強

化し、公益活動をより推進できるようにする」と説明するが、どのような不祥事を対象にし

ているのか分析がなされていない。ガバナンスを強化するために営利法人に倣い、有償の独

立評議員等を置くとするが、それで不祥事が防げるか疑問であると言わざるを得ない。 

民間の非営利組織は自発的で、自由な発想のもとで、民間ならではのフットワークの良さ

で、社会の中で潤いのある活動をおこなっている。このような自発的な組織に対しては、以

下のような考え方が有益である。 

①公益法人自らがガバナンス強化等を自発的に行うことを原則とすること

②法制や税制ならびに関係する行政庁等はそれを支援するというスタンスを常にとるべ

きこと

③民間の公益活動を委縮しかねない行政庁等による強権的な指導はすべきでないこと

民間公益活動は、自らの努力で高い志と規範意識をもって組織を運営し、未来の人々の持

続的生存を可能とすべく行動することが、もっともよいことだと考える。もっと自由な発想

を奨励し、たとえば民間ならではの地域の活性化の支援、世界規模への支援など将来への投

資という配慮も必要なのではないだろうか。 
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Ⅱ 「基本的な論点」に対する意見 

 

本有識者会議開催の趣旨として「新公益法人制度の発足から 10年が経過する中、複数の不

祥事が発生するなどの公益法人の活動の状況等を踏まえ」とある。「複数の不祥事が発生」と

いうならば、まずその検証が先であり、その事例を分析し、評議員なり理事・監事なりの機

能のどこに問題があるのか明らかにされたい。 

その上で「独立評議員」なり「独立理事」「独立監事」を新設するというならば、この新設

によりどのような不祥事が防げるのか、不祥事の実態を整理し、その対応策や予防策をまず

提示されることを望むものである。 

「想定される基本的な論点（たたき台）」では、大項目として５点提示されているが、それ

に対する当協会の意見や疑問については以下のとおりである。 

 

１．「評議員・社員のあり方」について 

(ア) 一定規模以上の公益財団法人に、法人と利益相反が生ずるおそれがない「独立評議員」

の選任を義務づけること、仮に義務づける場合、その規模、外部性・独立性の基準につ

いて、どう考えるか。 

 

＜意見＞ 

以下の観点から各種の疑問があり、反対する。 

 

① 法人と利益相反が生ずる恐れがない「独立評議員」の選任を義務づけるというが、そ

もそも独立の定義もなされておらず、その存在によりガバナンスの強化が図られるとい

う関係性や必然性も明確ではない。 

 

② 評議員は、そもそも独立した監督・監視機関として制度設計されており、それにもか

かわらず選任方法については一般法人法には規定がなく、その選任は各法人の定款で定

めることとなっている。その定めによる選任において外部性や独立性のある人を制度的

に選任することは、外部性や独立性について明確な基準が導入されない限り難しい。 

 

③ 上記②の独立性・外部性の要件を考えるときにあたっても、監督権はあっても議決権

しか持たない評議員においては、利害関係の生ずる場面は原則として存在しないことか

ら、法人と利益相反が生ずる恐れがないようにするための具体的な基準や要件を決める

ことが困難である。 

 

 ④ 報酬の負担能力を考慮して一定規模以上の公益財団法人に限って独立評議員の選任を

義務づけることも考えているようであるが、ガバナンス上本当に独立評議員が必要であ

るとするならば、規模の大小とガバナンスの強化の必要性は関係なく、すべての財団法

人が対象となるのではないか。 
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 ⑤ 評議員は、社団法人の社員と同様の機能を発揮するように一般法人法では設計されて

いるが、その存在の正当性の根拠となる選任方法が法定されていないことが問題であり、

仮に評議員にガバナンスの強化を一層期待するならば、まずそこを改正することが行わ

れるべきであり、その結果ガバナンスの強化がはかられる可能性が生じると考える。 

 

(イ) 財団の評議員も、社団の社員と同様に、役員等の責任追及の訴えが提起できるように

すべきか。その場合、どのような仕組みとすべきか。 

 

＜意見＞ 

評議員の選出の方法が法定されるなど、評議員の存在の正当性が下記の通り確保された上

であるならば、役員等の責任追及の訴えを認めることに反対しないが、現状のままで認める

ことに反対である。 

 

 ① 社団法人の社員による理事・監事の責任追及の訴えは、社団法人の社員という組織の

根源をなす機関が保有する権限である。しかしながら財団法人の評議員は理事・監事と

同様に財団法人から一定の権限や職務を委任された並立的な存在であり、財団法人の根

源をなす機関ではない。しかも評議員の選任については、評議員の権限に相応しい選任

方法が法定されておらず、各財団の定款において、いわば自由に定められることとなっ

ている。 

 

 ② 以上のような状況において、評議員に理事・監事を特別に監視する権限として役員の

責任追及の訴えを認めることは、評議員の存在が法人の根源をなす機関として法律等に

より位置付けられるならともかく、それが行われないにも拘らず強大な権限を与えるこ

とは理事・監事の行動を委縮させ、ひいては法人の自治や活発な公益活動を損なう可能

性がある。因みに新公益法人制度の創設の際における有識者会議において、理事・監事

の選任・解任権限を評議員（会）に付与するにあたって、選任権はともかく解任権は認

めないという結論もあったところである。（実際の立法の結果は解任権も認められてい

る。） 

 

 ③ 財団法人の運営は、出捐者から事業執行の信託を受けた理事により闊達に行われるべ

きことは欧米の実例を見ても当然のことであり、それを委縮させる機関の存在は、公的

機関等による法律に基づいた規制・監督の場合を除きありえない。まして少数の独立評

議員制を導入することにより、心理的抑止力を役員等に対して働かせるといった考え方

は、制度論としてとるべきではない。 

   さらに言えば、評議員による役員等の責任追及の訴えを、公益法人にのみ認めるとい

う考えがあるとすれば、公益法人の基礎となっている一般法人にその制度が存在しない

ことは、今般の公益法人制度改革の改正の根幹にかかわることであり、公益法人と一般
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法人の制度間競争にも影響することから、ガバナンスの問題の観点からのみ判断すべき

ではない。 

 

(ウ) 評議員資格に、役員と同様に一定の制約を設けるべきか。 

 

＜意見＞ 

  評議員の選任方法について評議員会が選任する場合に内閣府の公益認定等委員会がガイ

ドラインに定めた基準と同様のものであれば、これを公益認定法の改正により公益認定基

準とすることに異論はない。 

   

(エ) 社員や評議員について、一定数以上を必要とすべきか。仮に必要とする場合、何人以

上とすべきか。 

 

＜意見＞ 

  社員及び評議員の数については、下記の通り基本的にはそれぞれの法人において自由で

あるべきであるが、公益法人に限り一定数の人数を必要とすることは、その人数が妥当な

ものであれば反対するものではない。 

 

 ① 社団法人及び財団法人においては、その目的とする事業の遂行に賛同する人乃至は財

産の集まりであり、憲法上の結社の自由とも絡み社員及び評議員の数は基本的にその法

人が自ら決定するものであり、その意味から自由であるべきである。 

 

 ② ただ自然人とは異なる法人組織を法制上認めるにあたり、その活動の存続性、永続性

を考えて必要最低限の人員や財産を法律が決めることは他の法令においても実例がある。

特に公益事業について認定を受け、各種の特権を保有する社会的存在である公益法人に

おいては一定の縛りをかけることは、理由があると考える。 

 

 ③ 問題は一定数の具体的水準であり、その公益法人の事業態様（資金助成型か事業遂行

型か）により差異がありうることから、事業形態により分けるか、一定の巾とするか等

の考慮が必要と考えられる。 

 

２．「役員のあり方」について 

(ア) 一定規模以上の公益法人に、法人と利益相反が生ずるおそれがない「独立理事」及び

「独立監事」の選任を義務づけることについて、どう考えるか。 

(イ) 仮に義務づける場合、その規模、外部性・独立性の基準について、どう考えるか。 

 

＜意見＞ 

  独立役員の選任の義務付けや外部性・独立性の基準についての考え方のいずれについて
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も下記の理由から反対である。 

 

 ① 本提言の趣旨における独立役員等の選任の義務付けは一般論としては首肯できるもの

の、㋐公益法人においては事業会社の場合と異なり、商取引やそれに伴う利益相反取引

はほとんどなく、㋑そのためもあってか、過去に一般法人法に規定されていた外部役員

の制度は非業務執行理事等の制度へ平成 27 年の法改正により一本化されて解消されて

おり（一般法人法§115）、㋒この新法施行後 3 年が経過したが、この制度改正により何

等の問題も生じていないと考えられる。こうした状況のなか、またぞろ外部役員制を復

活させることは、特別の問題や事例が発生しているならともかく、全く納得的ではない。 

 

 ② 特に独立監事の概念については、従前の外部役員の制度においては「過去に理事又は

使用人となったことがないもの」という要件があったが、現行の非業務執行理事等の制

度においてはその要件も削除されているところであり、現行法はその存在自体が独立

性・外部性を保有しているものと考えられていると思われる。こうしたなか、独立監事

の名称の下に新たな監事の概念を創設することは、独立していない監事が別に存在して

いるかのような印象を与えるものであり、現行の監事制度に対するある意味の冒瀆にな

りかねない。 

 

③ また独立監事の概念については、その定義をどうするかにもよるが、事業会社におけ

る独立監査役の事例をみると、その監査行為や不祥事の追求等については、その監査役

の学識・経験や資質によることが大きく、形式的な外部性や独立性を求めるだけでは、

実効性に欠けると考えられる。 

 

３．「外部監査体制の徹底」について 

(ア) 現行の会計監査人設置基準についてどう考えるか。その改正が必要な場合、どのよう

な基準とすべきか。 

(イ) 例えば、一定規模以上の補助金等を受給している場合には、上記の基準に達していな

くとも外部監査を求めることとするなど、新たな基準が必要か。必要な場合、どのよう

な基準が考えられるか。 

 

＜意見＞ 

  一部の公益法人において会計の不正や補助金の不正受給等の問題が生じているとされて

いるが、その実態が明らかにされていない。それ如何によっては会計監査人の設置が必要

であるとも考えられるが、それが唯一の解決策ではないと思われる。従ってまずその実体

を明らかにするとともに、会計監査人の設置基準の引き上げのみならず以下のような各種

対策等も考慮すべきであり、それによって設置の要・不要ならびに必要とする場合の基準

等が決められるものと考えられる。 
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 ① 小規模法人や大規模法人であっても公益目的事業が単一の法人の場合（例えば奨学金

の給付のみ）においては、不正が仮に行われても直ちに判明するような単純なものであ

り、それにも拘らず不正抑制の対策として会計監査人を設置することが、そのコストと

その成果の観点から有効かどうかの検証が必要である。 

 

 ② 公益法人の監督にあたる行政庁において、毎年の定期提出書類の提出後の早急な精査

による不正の発見や立入検査の頻度を上げることによる抑止効果の発揮の検討が行われ

るべきである。 

 

 ③ 国・地方公共団体の助成金を受領する公益法人に対する会計の不正の検査は、一義的

には助成した国や地方公共団体がその責任を負うべきであり、会計検査院等の公共検査

機関も正面から或いは側面的にそれを援助すべきではないか。 

 

 ④ 新公益法人制度の発足時においては、現在の設置基準はそれなりの合理性をもって設

定された筈であり、これと現状の実態との対比においてどの基準が現在妥当かどうかの

調査・研究が必要と考える。 

 

４．「ガバナンスの自律性と透明性の確保」について 

(ア) 公益法人等による情報開示について、国民によるガバナンスの実効性を高めるために、

どのような方策が考えられるか。 

 

＜意見＞ 

  公益法人のガバナンスの強化は、各種の機関や制度の創設・改正によることも必要であ

るが、最大の効果を発揮すると世界的にも認知されているのは、本提言にある情報開示の

拡大とその情報へのアクセスの簡易化であり、その結果として国民からの目線によるガバ

ナンスの強化が図られることである。その意味から本提言にある下記の事項については全

面的に賛成である。因みに平成 30 年 12 月 4 日の当協会主催による「新公益法人制度施行

10周年記念シンポジウム 市民社会へのインパクトと今後の展望」における大会宣言にお

いて、公益法人について当局ならびに法人そのものが積極的に情報公開をすべきことを提

言している（別添資料「情報公開の課題と提案」※参照）。 

(※)2018民間法制・税制調査会第８回資料より。 

 ① 公益法人が作成・開示する事業報告書等における法人のガバナンスに関する記載を拡

充させること。 

 

 ② 開示の在り方について、閲覧請求は不要とし、その有無に拘らずオンラインポータル

サイトを通じて国民一般へ公表する仕組みに改めること。 

 

 ③ オンラインポータルサイトの利便性・検索性・網羅性は現状不十分であり、それを高
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めること。 

 

(イ) 法人の自主基準である「ガバナンス・コード」の策定について。 

 

＜意見＞ 

 ① 法人のガバナンスの自律性と透明性を確保するため、それぞれの公益法人において、

持続的な公益目的事業の遂行のために、自主的に行動基準を定めることに賛成である。

因みに（公財）公益法人協会においては、公益法人一般向に「公益法人ガバナンス・コ

ード」を令和元年 9 月に策定済みであり（別添資料「公益法人ガバナンス・コード」参

照）、現在各公益法人にその検討や採用を勧奨しているところである。 

 

 ② 行動基準に定める原則は日本の公益法人をめぐる環境にあったものが採用されるべき

であり、また策定された個々の行動基準はそれぞれの公益法人が自主的に判断して採用

又は適用を考えるべきである。 

 

 ③ 上記②の観点からすると、行政庁が行動基準の策定に関与したり、策定されたコード

の適用を強制乃至は推奨したり、さらにはその状況について報告や立入検査の対象とし

たりすることは厳に慎むべきである。 

 

５．その他 

(ア) 法人の解散時に、残余財産の帰属先等について行政庁が関与する仕組みについて、ど

う考えるか。 

 

＜意見＞ 

現状の公益法人制度では、残余財産の帰属先について若干でも問題があるとすれば、そ

れを予防するために新しい仕組みを設けることに賛成である。 

個別の論点についての意見は以下の通りである。 

 

① 公益法人の解散は、公益法人の自由な判断によるものであり、残余財産の引き渡しの

見込みも行政庁への届け出で足りると考える。 

 

② 法人の解散に伴って支出された費用等を開示することは、上記①の届出の中で行われ

るべきである。 

以上 
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資料 3-1 2018.10．25(星田) 

情 報 公 開 の 課 題 と 提 案

１．情報公開の趣旨 

ステークホルダー、特に寄附者にとって、また広く社会全体に対して、公益法人の活動状況を適時

に適確かつわかりやすいものにより情報提供することが公益活動を盛んにするために望まれる。また

他の非営利法人と比較できるような形式や様式の統一されたものが望まれる。新公益法人制度施行

１０周年を迎えた今日、そのような情報となっているか、またすぐにかつ容易に情報が入手できるかに

ついて、今改めても直すべきときと考える。 

2．現状とその課題 

（１） 現状の開示方法等 

① 開示方法

すべての行政庁における開示書類は、オンラインポータルサイト「公益法人 information」において

一括開示できるようにしている。 

② 開示請求手続き

サイトの「事業報告等の閲覧請求」より、請求画面に移り、名前・メールアドレス・住所及び電話番号

などの個人情報を入力する。 

請求画面では１回１０法人以内に限定して請求し、１０法人超を請求する場合は１０法人単位で複

数回請求を繰り返す必要がある。対象法人のコード番号が必要になるので、事前に法人の基礎情報

（別の画面「法人情報」）を確認する必要がある（別紙４ご参照）。 

③ 閲覧

閲覧は、請求者が閲覧したい対象法人、対象書類及び閲覧日を指定し、入力したメールアドレス

あてに閲覧場所の URL を掲載したメールが指定日に送信される。請求者は、URL の有効期間（閲覧

予定日から１０日内）においてのみウェブ上の閲覧が可能となる。対象書類は備置き書類である（ただ

し社員名簿、監査報告は対象外）。 

④ 開示の課題

確認したいときに、E アドレスを知らせることが必要で、すぐに入手できず、大変な手間と時間がか

かる。また、法人の機関運営の透明性を示す定期提出書類（事業報告）、認定・変更認定申請書類

は対象外である。 

２） 特定非営利活動法人の情報公開 

① 特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という）のポータルサイト

ＮＰＯ法人の場合は、閲覧の請求をすることなく、内閣府のポータルサイト52（別紙２（４）ご参照）に

てキーワード、全国・都道府県、法の定める活動分野、認定・特例認定の税制適用により法人を検索

（所轄のポータルサイトを案内）でき、閲覧情報をウェブ上で 1 つずつ開いて見ることができる。またデ

ータはすぐにダウンロードにより入手できる仕組みになっている。 

掲載の情報は、貸借対照表の公告以外に、所轄庁が管理する「行政入力情報」のほかに、ＮＰＯ

52 https://www.npo-homepage.go.jp/  
http://www.npo.metro.tokyo.jp/(東京都)

2018民間法制・税制調査会

＜別添資料＞ 公益法人協会

CO217577
テキストボックス
資料3-2
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法人自身が貸借対照表の公告以外の団体の活動内容や財務情報等を登録できる「法人入力情報」

欄がある。両者の開示書類等を比較すると、別紙 1 の表のとおりである（公益法人の「公益法人情報」

には法人独自入力情報はない。）。日本ＮＰＯセンターの情報には認定基準の適合説明書類（法 54）

として「認定基準等チェック表」の掲載がある。 

なお、１０月 5 日現在でも 29 年度の事業報告等の掲載のあるものとないものがある。

開示情報へのアクセスの容易性と情報閲覧の様式性の点で、公益法人のそれに比し工夫されて

いると評価できる（少なくともアクセスの容易性）。 

② 閲覧情報

認定ＮＰＯ法人（法 28、52・54）と公益法人は、ほぼ同様の書類を備置き公開の定めになっている

（認 21、同規 18、22Ⅴ）。 

 なお、認定ＮＰＯ法人の場合は認定申請の添付書類を法人が閲覧させる定めになっている（法

54,56,44Ⅱ②～④）が、公益法人の場合には規定がなく、従って閲覧できない。 

③ 課題

28 年改正前（29 年度施行）までは、備置き（所轄庁への提出）情報(改正法 28、28 の 2)すべてが閲

覧対象ではない。現在の情報では備置き書類の内容が十分とは言えない（時が経てば解決する）。ま

た法人が入力する情報欄 （別紙５ご参照）の記載欄が活用されていない実態がある。 

認定ＮＰＯ法人（法 54,56）ではさらに寄附者名簿等、役員報酬・職員給与規程、活動計算書等の

備置と所轄庁の公開の定めがある。 

３ 現状の問題点 

（１）法令 

① 一般法に定める貸借対照表の公告は、事務所、官報・日刊紙、ＨＰのいずれかを選択できる（法

128）。認定法では特にＨＰ等の方法について定めていない。官報・日刊紙の場合は、費用負担から

大幅な簡略化が認められていて、内容がわからない。 

② 認定法施行規則（29～33）では予算書等の概括的な区分表示（会計基準との整合性？）を求め

ているが様式は規定されていないので、決算時の計算書類との比較が難しい。また事業報告書の記

載内容の規定は抽象的である（一般法規 34）。 

（２）開示の問題 

公益法人については、定期提出された書類（認法 22）のうち「運営組織及び事業活動の状況の概

要及びこれらに関する数値のうち重要なもの」（提出書類別紙 1。認規 28）は、法人自身は 5 年備置く

定めがある。上記の書類別紙 1 は内閣府「公益法人インフォメーション」のサイトでは法人検索により

直近の年度のみ閲覧できる（残りの 4 年分は検索で確認する）。 

また、提出する事業報告書等を閲覧するためには、検索で法人コード（法人の認定番号）をまず検

索してのち、名前・メールアドレス・住所及び電話番号などの個人情報を入力しなければならない（認

規 38 で提出される別紙 2，3，4 等は閲覧できない）。 

閲覧したい情報を指定し、閲覧する日程を指定（１か月以内）、請求目的も記載してのち、指定日

から10日間のみの閲覧である。「閲覧制度のご利用にあたって」も検索操作の記載がなく丁寧な説明

とは言えない(「利用にあたって」「請求表示画面」の記載はあるが)。気軽に情報を参照できず閉鎖的

だという印象を与えている。 

さらに、認定が取り消された法人の過去の情報はすぐに閲覧できなくなる。 
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（３）情報開示の内容としての問題 

認定 NPO 法人の場合の活動計算書、公益法人の正味財産増減計算書の会計基準は示されて

いるが、開示の基準として定めていない。会計基準として、企業会計にならい計算書類の記載内容は

より詳細化が進められている。 

また、同じ書類を提出する定めになっているが内容はまちまちである。寄附者等にとって各法人の

計算書類を比較できないので、開示の基準が詳細しすぎて寄附者にとってどの程度参考になってい

るのか疑問である（専門家に分析を依頼しないと公益法人を比較できない）。小規模法人の場合も含

め開示に相応しい客観的な妥当なものか、英米等の制度を比較して改めて見直す時期ではないか。 

㋐事業報告・同付属明細書（一般法規則 34） 

一般法規則（34）の定め（状況に関する重要な事項、体制の整備の概要・運用状況、補足する重要

事項の内容）以外に、寄附者等への開示に相応しい具体的記載の要領が示されていない。 

㋑計算書類・同付属明細書・注記事項（法 123、法規則 26～33） 

公益法人の場合、公益法人会計基準・運用指針に従う必要はない（ＦＡＱⅥ－4－①～4－④(会

計基準）、Ⅵ－5－①～5－③（作成すべき書類等））し、また法人により勘定科目形態が簡略化され

ているものもあるが、特に行政指導もないようである。もっとも、認定ＮＰＯ法人の場合、正規の簿記の

原則に従い継続して採用する法 27 条の規定以外に会計処理基準の定めはない。 

４ 改善提案 

① 認定申請・変更認定申請書類の開示

 認定申請及び変更認定申請(これらの係る添付書類)は情報公開請求により入手できる（プライバシ

ー、機密はマスキング）。しかし、ステークホルダーにとっては、定性的な情報は貴重であり、わざわざ

請求することは第二の手段であるべきであり、また寄付者がわざわざ法人に要求もできず、法人自ら

が提供するものでないことから重要な情報である（法人の自律を促すことになる）にも拘らず入手が容

易ではない。個人情報、機密情報を除き公開される仕組みの改正を提案する。 

② 毎年の情報開示ウェブサイトの見直し

㋐ 別紙 1「運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの」の見直

し 

別紙 1 の上記の情報はウェブサイトでは１年間のみになっている(法人は５年備置き)。５年分がすぐ

に見えるようにし、比較できるようにすべきである。また、掲載される事項は、寄付者等への説明として、

事業活動、組織、関係数値として不十分であり、誤解されうると考えられ、再検討を提案する。さらに、

公開されるのは照会・検索する時点の公益法人のみであり、取消し又は解散された法人はすぐに掲

載されなくなる。監督者として過去のことを開示する必要があるべきと考えるので、法令改正を提案す

る。 

㋑ わざわざ閲覧請求してのちに対応する仕組みが不便である。 

 ＮＰＯ法人のように、簡単な操作により寄付者等のステークポルダーが速やかに検索して情報入手

できる仕組みが望まれる（ＩCＴ戦略を進める政府のモデルといえるだろう）。 

③ 開示する計算書類等の統一化

組織運営の状況が不透明であるので組織の状況がわからない。事業報告書の記載事項(㋐公益

目的事業等の事業ごとに係る計数（主な費目と額、主な財源と額、誰が何を何件何人等の活動状況

（定期報告する事項）)、㋑内部体制、㋒機関運営の状況など)、計算書類の法人類型・規模ごとの統
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一表示基準の規則化、及び決算書類から報告へのさらなるＩＣＴ化(合理化、作業負担及び誤りを少

なくするため)の検討を会計研究会以外の有識者による検討を提案する。 

（関係法令） 

（公益認定法第２２条第２項） 

「行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧又は謄写の請求があった

場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。」 

（公益認定法規則第 39 条）  

「法第 22 条第 2項の規定による閲覧又は謄写は、行政庁が定める場所において行うものと

する。 

２ 行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公

表しなければならない。」 

（公益認定法第２１条第４項）開示対象書類 財産目録等 15 種類 

同条第１項に規定す

る書類 

事業計画書 

収支予算書 

その他の内閣府令で定める書

類（規則 27） 

資金調達及び設備投資の

見込みを記載した書類 

同条第２項各号に規

定する書類 

財産目録 

役員等名簿 

報酬等の基準を記載した書類 

内閣府令で定める書類（規則

28） 

キャッシュフロー計算書 

組織事業活動概要、数値 

定款 

社員名簿 

法人法１２９条第１

項（同１９９条におい

て準用する場合を含

む）において規定する

計算書類等 

貸借対照表 

損益計算書 

事業報告 

これらの付属明細書 

監査報告又は会計監査報告 

５ 英国、米国の情報開示の現状 

（1） 英国における登録情報の公開 

（別紙２（１）ご参照） 

（2） 米国における登録情報の公開 

（別紙２（２）ご参照） 

（３）その他の欧米諸国における登録情報の公開 

（別紙２（３）ご参照） 

以上 
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資料 3－2 別紙１「ＮＰＯ法人と公益法人の情報公開、ポータルサイト掲載比較表」

① 全国特定非営利活動法人情報（内閣府 ＮＰＯ法人ポータルサイト） ② 公益法人 事業報告等の閲覧（内閣府 公益法人 information） 

行 

政 

入 

力 

情 

報 

団体名称 
公 

益 

法 

人 

等 

の 

詳 
細 

法人コード 
所轄庁 法人の名称フリガナ 
主たる事務所の所在地 法人の名称 
従たる事務所の所在地 法人区分 
代表者氏名 行政庁 
法人設立認証年月日 郵便番号 
定款に記載された目的 都道府県 
活動分野 主たる事務所の住所 

認定 

認定・仮認定 代表電話番号 
PST 基準 代表者の氏名 
認定開始日 ホームページアドレス 
認定満了日 事業年度 
認定取消日 事業の種類 
仮認定年月日 事業の概要 
仮認定満了日 税額控除に係る証明 
仮認定取消日 税額控除に係る証明の有効期間 

法人の事業 
非営利活動事業 

法人の事業一覧 
公益目的事業 

その他の事業 収益事業等 

閲

覧

書

類 

記載事項に変更があった定款 

事 

業 

報 

告 

等 

の 

閲 

覧 

請 

求 

1．定款 
定款の変更に係る登記に関する書類の写し 2．事業計画書 
定款の変更に係る認証に関する書類の写し 3．収支予算書 
事業報告書 4．資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 
活動計算書 5．財産目録 
貸借対照表 6．役員等名簿（住所を除く） 
財産目録 7．報酬等支給基準 
年間役員名簿・報酬有無 8．キャッシュフロー計算書 
期末の社員 10 人以上 9．運営組織等概要（別紙１） 
寄付者名簿等 10．社員名簿（住所を除く） 
役員報酬職員給与規程 11．貸借対照表 

監督情報 12．損益計算表 
解散情報 13．事業報告 

法 

人 

入 

力 

情 

報 

組 

織 

情 
報 

公開用電話番号 14．11～13 に係る附属明細書 
ファックス 15．監査報告 
ホームページ 16．会計監査報告 
メールアドレス 
常勤職員数 
事業活動の内容 

財 

務 

情 

報 
事業年度 

活 

動 

計 

算 

書 

特
定
非
営
利
活
動
に
係
わ
る
事
業 

Ⅰ．経常収入計 経常収益計 
1．受取会費 受取会費 
2．受取寄附金 受取寄附金 
3．受取助成金等 受取助成金等 
4．事業収益 事業収益 
5．その他収益 その他収益 

Ⅱ．経常費用計 経常費用 
1．事業費 事業費 形態別経費科目 
(1)人件費、(2)その他経費 
2．管理費 管理費 形態別経費科目 
(1)人件費、(2)その他経費 

Ⅲ．当期経常増減額 当期経常増減額 
Ⅳ．経常外収益計 経常外収益 
Ⅴ．経常外費用計 経常外費用 
Ⅵ．経理区分振替額 他会計振替額 
Ⅶ．当期正味財産増減額 当期一般正味財産増減額 
Ⅷ．前期繰越正味財産額 一般正味財産期首残高 
Ⅸ．次期繰越正味財産額 一般正味財産期末残高 

貸借
対照
表 

Ⅰ．資産の部（流動・固定） 
Ⅱ．負債の部（流動・固定） 
Ⅲ．正味財産の部(前期繰越・当期繰越) （期首残高・期末残高） 

準拠会計基準（ＮＰＯ会計基準） 公益法人会計基準 
監査の実施 
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２．具体的改正要望 

D．情報公開についての見直し

（１） 認定申請・変更認定申請書類の開示 

 認定申請及び変更認定申請(これらの係る添付書類)は社会、ステークホルダーにとっては、重

要な定性的な情報である。個人情報、機密情報を除き公開される仕組みの改正を提案する。 

（２） 毎年の情報開示ウェブサイトの見直し 

㋐ 別紙 1「運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの」の

見直し 

掲載される事項は、１年度のみであり、寄付者等への説明として、法人の近況を示す事業活動、

組織、関係数値として不十分であり、誤解されうると考えられ、再検討を提案する。英米等を比較し

てステークホルダーにとって分かりやすい開示を見直す時期ではないか。 

㋑ 所定の開示申請をしなければ開示できない理由はないので、いつでも検索できるようにすべき

である。また、 近取消し又は解散された法人も掲載すべきである。 

（３） 開示する計算書類等の統一化 

事業報告書、正味財産増減計算書の記載事項・様式の、寄附者等にとってわかりやすい法人

類型・規模ごとの簡便な標準化を提案する。 

＜改正の理由＞ 

①   認定申請・変更認定申請書類の開示 

 認定申請及び変更認定申請(これらの係る添付書類)は情報公開請求により入手できる（プライバシ

ー、機密はマスキング）。しかし、社会、ステークホルダーにとっては、定性的な情報は重要であり、わ

ざわざ請求することは第二の手段であるべきであり、また寄付者がわざわざ法人に要求もできず、法

人自らが提供するものでないことから重要な情報である（法人の自律を促すことになる）。 

認定ＮＰＯ法人の場合には上記のように所轄庁の認定基準適合の申請添付書類が開示される部

分がある。 

②  毎年の情報開示ウェブサイトの見直し 

㋐ 別紙 1「運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの」の見直

し 

別紙 1 の上記の情報はウェブサイトでは１年間のみになっている(法人は５年備置き)。５年分がすぐ

に見えて比較できるようになっていない。 

また、掲載される事項は、寄附者等への説明として、事業活動、組織、関係数値として不十分であ

り、誤解されうる。 

公開されるのは照会・検索する時点の公益法人のみで備置き書類であり、取消し又は解散された

法人はすでに掲載されていない。監督者として過去のことを開示すべきである。 

確認したいときにすぐに入手できず、大変な手間と時間がかかる。また法人の機関運営の透明性

を示す定期提出書類（事業報告）、認定・変更認定申請書類は対象外である。 

㋑ 閲覧手続き 

E アドレスを通知しないと閲覧できない。わざわざ閲覧請求してのちに限定的な開示の仕組みにな

っている。 
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 ＮＰＯ法人のように、簡単な操作により寄附者等のステークホルダーが速やかに検索して法人の情

報が容易に入手できない。 

※ 開示の手続 

㋐閲覧請求 

事業報告等（認規 38 で提出される別紙 2，3，4 等は閲覧できない）を閲覧するためには、検索で法

人コード（法人の認定番号）をまず検索してのち、「事業報告等の閲覧請求」より、請求画面に移り、

名前・メールアドレス・住所及び電話番号などの個人情報を入力しなければならない。 

請求画面では１回１０法人以内に限定され、１０法人超を請求する場合は１０法人単位で複数回請

求を繰り返す必要がある。対象法人のコード番号が必要になるので、事前に法人の基礎情報（別の

画面「法人情報」）を確認する必要がある。「閲覧制度のご利用にあたって」も検索操作の記載がなく

丁寧な説明とは言えない。 

㋑閲覧 

ウェブ上の閲覧は、請求者が閲覧したい対象法人、対象書類及び閲覧日（１か月以内）を指定し、

請求目的も記載してのち入力したメールアドレスあてに閲覧場所の URL を掲載したメールが指定日

に送信される。閲覧・ダウンロードは、指定日から 10 日間である。気軽に情報を参照できない、閉鎖

的だという印象を与えている。 

さらに、認定が取り消された法人の過去の情報はすぐに閲覧できなくなる。 

③   開示する計算書類等の統一化 

ステークホルダーには法人組織の運営状況がわからない。 

事業報告書の記載事項(㋐公益目的事業等の事業ごとに係る係数（主な費目と額、主な財源と額、

誰が何を何件何人等の活動状況（定期報告する事項）)、㋑内部体制、㋒機関運営の状況などの具

体的な記載を指摘すべきである)の内容は法人ごとまちまちである。開示の内容が詳細しすぎて（専

門家に分析を依頼しないと公益法人を比較できない）各法人の計算書類を見ると活動内容と会計数

値との関係が寄附者等にとって比較できない。 

また、計算書類は一様の統一表示基準があるが、勘定科目形態が簡略化されているものもあり、特

に行政指導もないようである。個別には法人独自である。 

寄附文化を醸成したい、社会問題を明らかにしたい法人の活動と財務の状況を示す簡潔で分かり

やすい開示すべき基準が判然としない。 

ステークホルダーにとって、活動の内容に対する会計的数値の関係がわかる様式が望まれる。また、

決算書類から定期報告へのさらなるＩＣＴ化により、法人の作業負担及び誤りを少なして正確な表示

が望まれる。 

※㋐事業報告・同付属明細書（法規則 34） 

公益法人の場合の、法人法規則（34）の定め（状況に関する重要な事項、体制の整備の概要・運

用状況、補足する重要事項の内容）の具体的な記載の要領・例示がなく指摘も示されていない。 

※㋑計算書類・同付属明細書・注記事項（法 123、法規則 26～33） 

公益法人の場合、公益法人会計基準・運用指針に従う必要はない（ＦＡＱⅥ－4－①～4－④(会

計基準）、Ⅵ－5－①～5－③（作成すべき書類等））。会計基準ではなく、寄附者にとって事業活動

に即したわかりやすい開示の基準といえるかが疑問である。 

以上 
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別紙２ 2018.10．25(白石) 

各国における規制当局の法人情報公開状況 

（１）英国における登録情報の公開  図 1 チャリティ委員会による登録情報の公開 

 英国のチャリティは、イングランド及び 

ウェールズのチャリティの根拠法であるチャリテ

ィ法（11 年法 211 条以下、CIO は 194 条以下）

によって、チャリティ側に一定の法人情報の開

示義務が課せられている。それに加え、チャリ

ティの規制当局であるチャリティ委員会はオンラ

インで全チャリティの登録情報をウェブ上で公

表しており（図 1）、公衆によるモニタリングやチ

ェックが可能となっている。このような取り組みに

より、規制強化を図らずしてチャリティの健全性

を維持させることが可能となっていると、チャリテ

ィ委員会元委員長の William Shawcross 氏は話

す。米国も一般市民からの支持率が 501(c)(3)

法人の判定基準（PST 要件）となっており、英米

では市民を巻き込んだ内容の政策が取られて

いる。 

チャリティ委員会がオンラインで公表している登

録情報は、チャリティが年次報告や登録データ

の変更を目的に電子登録した財務会計情報を

含む法人情報であり、それら登録情報は表や

グラフに加工するなどして法人の状態などが容

易に把握できるよう工夫されている。併せてオン

ラインで提出された広報用の年次報告、会計資

料、定款などもダウンロードして閲覧できるよう

になっている。また、登録情報を閲覧できるペ

ージはカテゴリー別（法人概要、財務会計、添

付資料、人員構造、運営）にページ表示され、

利用しやすいシステム環境が提供されている。 

 チャリティ委員会は登録情報を GuideStar UK

等の民間団体に登録情報を提供し、彼らの検

索エンジンによる法人検索、登録情報の閲覧、

印刷も可能にしている。 

※検索システムには 168,200 法人のチャリティ

および公益法人(CIO)の登録情報がストアーさ

れている。チャリティ委員会に対する年次報告

や登録データの変更などは電子申請のみ受け

付けられており、チャリティは過去のデータを上

書きすることで報告が完了する。更新された年

次報告の内容はチャリティ委員会事務局によっ

てチェックされ、その後検索システムに反映され

る。 



301 

（２）米国における登録情報の公開 

 米国の非営利組織は州法にもとづき設立される   図 3 GuideStar による登録情報の公開 

が、並行して内国歳入庁（IRS）によって連邦税の 

免税措置が承認されていること、そして承認後も年 

度ごとに年次報告書（Form990）が提出されている 

ことが必要である。非営利組織は法制面でその Form 

990 の公開が義務付けられているが、IRS 自らが公開 

しているのはごくわずかの登録情報であり、内容的 

に寄附者が寄附先団体の免税ステイタスをチェック 

するだけの為のものとなっている（図 2）。しかし、 

IRS は登録情報を公共物と捉え、GuideStar、Urban  

Institute、Charity Navigator 等の民間団体に全非 

営利組織の Form990 の写しを無償で提供しており、 

それら民間団体が整備した検索システムにより非営 

利組織の検索、過去５年分の Form990 の内容の閲覧 

やダウンロードが可能となっている（図 3）。IRS 

の検索システムは、2,336,574 法人の免税団体の 

検索が可能であり、うち Form990 提出法人は 

377,343 法人である。 

図 2 IRS による登録情報の公開 
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（３）その他欧米諸国における登録情報の公開 

 多くの国々ではチャリティの規制当局による登録情報の公開が進んでおり、スコットランドの場合は

スコットランド・チャリティ規制局（図 4）、カナダの場合はカナダ内国歳入庁（図 5）、オーストラリアの場

合はオーストラリア・チャリティ委員会（図 6）、ニュージーランドの場合は総務省（図 7）がその業務を担

っている。英国を含む欧米諸国および日本が公開している登録情報の内容比較で共通して言えるこ

とは、欧米諸国の場合は一般市民や寄附者など情報利用者のニーズを考慮した内容（活動地、登録

状態、受益者、年次報告等の添付資料など）が公開されており、一方で公益法人の場合は、財務三

基準の計算結果や勧告または命令の有無など認定や規制絡みの情報の割合が他国と比較して高い

状況にある（図 9）。情報公開に限らず制度設計などの面においても、日本では一般市民や現場の都

合に合わせるのではなく、行政の都合に合わせた（締め付けの）制度環境が整備される傾向にあるが、

このような状況下では一般市民や現場は自由活発に行動ができず、このことは市民社会や民主的思

考の成長の減退にも繋がっていると思われる。 

 これら 4 カ国の非営利法人検索システムに登録されている情報数は、スコットランドがチャリティ、公

益法人（SCIO）、公益信託など 24,500 法人、カナダがチャリティ、財団など 91,343 法人、オーストラリ

アがチャリティ 54,000 法人、ニュージーランドがチャリティ 5,620 法人である。 

図 4 スコットランド・チャリティ規制局における登録情報の公開 

図 5 カナダ内国歳入庁における登録情報の公開＞ 
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図 6 オーストラリア・チャリティ委員会における登録情報の公開 

図 7 ニュージーランド総務省における登録情報の公開 
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（４）日本における登録情報の公開 

日本の場合は、行政の中に縦割り文化が根付  図 9 公益認定等委員会における登録情報の公開 

いているゆえ、多くの法人格とそれらを取り締まる

規制機関が存在し、それぞれの連携はないに等

しい。従って、法人のデータベースもそれぞれの

規制機関が運営しており、例えば公益法人の場

合は内閣府公益認定等委員会、特定非営利活動

法人の場合は内閣府政策統括官が運営を担う。 

 公益認定等委員会がデータベースを通じて公

開している登録情報は、欧米諸国のケースとは異

なり、組織の健全性、安定性、信頼性などを評価

できるような情報ではなく、認定や規制絡みの情

報が比較的に多い。その意味で、一般市民や寄

附者など情報利用者のニーズを満たす内容が公

開されているとは言い難い内容になっていると言

える。 

 定期提出書類関係は、一度に 10 件しか申請で

きない「事業報告書等の閲覧申請」を行わなけれ

ばならず、審査にパスしても閲覧、ダウンロードで

きる期間は 10 日間で登録情報へのアクセスが厳

しく制限されている。 

図 8 内閣府における登録情報の公開 
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（５）アドバンスド・サーチによる検索項目の各国比較 

・米国 IRS が提供している検索システムは検索項目が 4 項目のみにとどまっており、十分とは言えず

お粗末。 

・他地域はあらゆる項目によってソート検索が可能であり、その項目内容については地域差がみられ

る。 

①検索項目の数

英国 ｽｺｯﾄﾗﾝ

ﾄﾞ 

米国 カナダ ｵｰｽﾄﾗ

ﾘｱ 

ﾆｭｰｼﾞ

ｰﾗﾝﾄﾞ 

公益 特活 

12 15 4 10 9 10 8 12 

詳しくは別紙３ご参照。 

②検索項目の内容

認 定 取 得 の

有無 

多くの国では 2 段階方式を採用していないため、認定取得の有無によるソート検索は

ない。 

活動目的 地域性：英国、スコットランド、日本は活動目的による検索が可能。 

活動地 日本以外の国々では活動地によるソート検索が可能。 

規制機関 多くの国は集中管理方式を採用しているため検索項目に無い。日本のみ分散管理方

式を採用しているため規制機関によるソートが可能。なお、スコットランドは登記所の

登録先によるソートが可能。 

所在地 地域性：所在地による検索はオーストラリア、ニュージーランドおよび日本において有

効。 

受益者 地域性：英国、スコットランド、オーストラリア、ニュージーランドで受益者による検索が

可能。 

登録取消日 英国、スコットランドでは過去に存在していたチャリティの検索も可能。 

収入額 英国、スコットランドでは収入による検索も可能。 

（６）登録情報の公開内容の各国比較 

・米国 IRS は登録情報を積極的に公開することはしていない。むしろ民間に Form990 の登録情報を

提供して GuideStar といった民間団体に公開させている。 

・その他欧米諸国は寄附をする際の判断材料となりうる項目を中心に公開しており、とくにカナダは公

開する情報が充実している。 

・日本の場合は、公開している登録情報に関し一般市民や寄附者など情報利用者のニーズを考慮し

た内容となっていない。 

①登録情報の項目数

英国 ｽｺｯﾄﾗﾝ

ﾄﾞ 

米国 カナダ ｵｰｽﾄﾗ

ﾘｱ 

ﾆｭｰｼﾞ

ｰﾗﾝﾄﾞ 

公益 特活 

基本情報 9 10 8 11 13 10 10 11 

組織情報 6 0 0 7 3 4 3 1 

組織運営 5 4 0 13 9 5 2 3 

財務会計 18 12 1 17 14 25 9 21 

その他情報 6 0 0 4 0 0 1 0 

添付資料 3 3 1 1 4 1 0 4 

合 計 47 29 9 53 43 45 25 40 

詳しくは別紙３ご参照。 
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②登録情報の項目内容

法人コード 公益法人登録番号の他に、法人番号制度が新たに追加された日本のみに法人コー

ドの項目が入っている。 

代表者名 代表者氏名は米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、日本で公開している

が、米国の場合は代表者の住所も公開している。 

登録状態 日本以外は、登録団体か解散法人かなどの登録状態が公開されている。 

規制機関 日本の場合、都道府県＋内閣府別の行政庁の確認ができるようになっている。米国

およびカナダも州法に基づき設立されているが、規制局の項目はない。 

連絡先 米国やスコットランドはメールアドレスや電話番号が公開されていない。カナダは事務

所住所以外すべて公開されている。もれなく公開されているのは公益法人のみ。 

活動地 英国、スコットランド、オーストラリア、ニュージーランドは活動地が公開されているが、

米国、カナダ、日本は公開されていない。 

税 金 控 除 期

間 

米国のみ税金控除期間（1 年更新）を公開している。 

組織構造 英国、オーストラリア、ニュージーランドは人員構造の公開がなされているが、米国、カ

ナダ、日本では公開していない。 

会員数 公益法人（社団）のみ会員数が公開されている。 

役員 カナダのみ役員（報酬含む）に関する情報の公開が積極的である。 

関連会社 英国は関連会社、カナダは親会社との関係について示す情報が公開されている。 

組織運営 組織運営情報はカナダが も積極的に公開しており、一方で米国は全く公開項目が

なくカナダと対照的。英国、スコットランド、オーストラリア、ニュージーランドは同じ項目

を公開する傾向にある。 

会計 ニュージーランドは会計情報を積極的に公開しているが、米国は収入合計額しか公

開していない。 

公 益 目 的 支

出割合 

英国と日本のみ割合を公開しており、カナダは寄附金および助成金の詳細情報を公

開している。 

添付資料 英国、スコットランド、オーストラリア日本の特定非営利活動法人において年次報告等

の資料をダウンロードできるようになっている。 

その他事項 英国のみ保有する運営文書の種類や方針などを公開している。 
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別紙３ 2018.10.25(白石) 

各国の規制機関が運営する非営利組織データベースの状況

A:英国、B:ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ、C:米国、D:カナダ、E:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、F:ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、G:公益法人、H:特活法人 

検索項目 欧州 北米 大洋州 日本 

A B C D E F G H 

称号(Designation, Type of charity) ○ ○ × ○ × × ○ × 

登録番号(Registration number) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

法人コード(Organization code) × × × × × × ○ × 

登録状態(Charity status) ○ ○ × ○ ○ × × ○ 

認定取得の有無 × × × × × × × ○ 

キーワード(Keywords) ○ ○ × × × × × × 

法人名(Charity name) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者名 × × × × × ○ × ○ 

活動目的(Charity objects) ○ ○ × × × × ○ ○ 

活動地：州・国(Area of operation) ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 

活動地：市町村(Area of operation) × ○ ○ ○ × ○ × × 

規制機関(行政庁、所轄庁など) × ○ × × × × ○ ○ 

郵便番号検索(Postal code) × ○ × ○ ○ ○ × × 

所在地(Address) × × × × ○ ○ ○ ○ 

従たる事務所所在地(Address for branch office) × × × × × × × ○ 

活動内容(What the charity does、Category) ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

受益者(Who the charity helps) ○ ○ × × ○ ○ × × 

支援内容(How the charity operates) ○ × × × × ○ × × 

登録日(Registration date) ○ ○ × ○ ○ × × ○ 

登録取消日(Removed date) ○ ○ × × × × × × 

収入額(Income range) ○ ○ × × × × × × 

賞罰(Sanction) × × × ○ × × × × 

事業報告書等の有無 × × × × × × × ○ 

項目数合計 12 15 4 10 9 10 8 12 

公開内容 

法人基本情報(Overview) 欧州 北米 大洋州 日本 

A B C D E F G H 

法人名(Charity name) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

他の名称(Other names) ○ × × × ○ × × × 

登録番号(Registration number) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

法人コード(Organization code) × × × × × × ○ ○ 

称号(Designation, Type of charity) × ○ × ○ ○ × ○ × 

過去の称号(Previous Designation, Type of charity) × ○ × × × × × × 

代表者名及び役職(Public contact name & position) × × ○ ○ ○ × ○ ○



308 

代表者住所 × × ○ × × × × × 

登録状態(Charity status) ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 

規制機関(行政庁、所轄庁など) × × × × × × ○ ○ 

法人設立日(Date established) × ○ × × ○ × × ○ 

登録日(Registration date) × × × ○ ○ ○ ○ × 

ホームページ(Website) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

E メール(E-mail) ○ × × ○ ○ ○ × ○ 

電話番号(Phone number) ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 

FAX 番号(FAX number) × × × ○ × × × ○ 

住所(Public address) ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 

従たる事務所住所(Address for branch office) × × × × × × × ○ 

活動地(Area of operation) ○ ○ × × ○ ○ × × 

税金控除期間 × × ○ × × × × × 

情報更新日 × ○ × ○ × ○ × × 

小 計 9 10 8 11 13 10 10 11 

組織情報(Organization) 欧州 北米 大洋州 日本 

A B C D E F G H 

理事数(Trustees) ○ × × × × × × × 

職員数(Employees) ○ × × × ○ ○ × ○ 

非常勤職員数(Part time employees) × × × × ○ ○ × × 

ボランティア数(Volunteers) ○ × × × ○ ○ × × 

会員数(Number of members) × × × × × × ○ × 

理事会名簿(Trustee board) ○ × × ○ × ○ × × 

理事の他の所属(Other trusteeships) ○ × × × × × × × 

役職員給与総額(Compensation for all position) × × × ○ × × ○ × 

謝金支払額(Professional and consulting fees) × × × ○ × × × × 

常勤職員給与額(Compensation full-time positions) × × × ○ × × × × 

関連会社の保有状況(Trading) ○ × × × × × × × 

親会社・親団体との関係の有無 × × × ○ × × × × 

親会社・親団体の名称、法人番号 × × × ○ × × × × 

過去における経営危機の有無 × × × ○ × × × × 

当事業年度の勧告又は命令の有無 × × × × × × ○ × 

小 計 6 0 0 7 3 4 3 1 

組織運営(Operation) 欧州 北米 大洋州 日本 

A B C D E F G H 

年度内における活動実態の有無 × × × ○ ○ × × × 

活動目的(Aims／Charitable objects) ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ 

活動内容(What the charity does, Program area) ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

活動内容の詳細(Ongoing programs) × × × ○ ○ × × ○ 

活動内容別比率(% of emphasis) × × × ○ × × × × 

受益者(Who the charity helps) ○ ○ × ○ ○ ○ × × 
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支援内容(How the charity operates) ○ × × × × × × × 

次年度における新事業実施の予定 × × × × ○ × × × 

コンプライアンスの状況(Compliance history) 

*定期提出書類の提出状況

○ ○ × ○ ○ ○ × × 

法人のサイズ(Size of Charity) × × × × ○ × × × 

海外における活動状況 × × × ○ × × × × 

政治活動の実施の有無 × × × ○ × × × × 

資金調達実施の有無 × × × ○ ○ × × × 

政治活動の実績の詳細(政治活動への費用額含

む) 

× × × ○ × × × × 

資金調達手段(Description of fundraising methods) × × × ○ × × × × 

資金調達活動の詳細(Summary of fundraising 

methods) 

× × × ○ × × × × 

謝金支払の詳細(Summary of payment methods) × × × ○ × × × × 

組織構造(Entity structure) × × × × × ○ × × 

小 計 5 4 0 13 9 5 2 3 

会計(Financials) 欧州 北米 大洋州 日本 

A B C D E F G H 

項

目

別

収

入 

収入合計(Total income) ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

行政からの補助金(Rev. from gov.) × × × ○ ○ × × × 

寄附金(Donations and bequests) ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

会費(Membership fee) × × × × × ○ × ○ 

法人からの寄附、会費、助成金 × × × ○ × ○ × ○ 

事業収入(Rev. from charitable services) ○ ○ × × ○ ○ × ○ 

収益事業収入(Trading activities) ○ ○ × × × × × × 

投資収入(Rev. from investment) ○ ○ × × ○ ○ × × 

運用益 × × × × × ○ ○ × 

その他収入(Other Rev.) ○ ○ × ○ ○ × × ○ 

項

目

別

支

出 

支出合計(Total spending, expenses) ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 

人件費(Employee expenses) × × × × ○ ○ × ○ 

助成・寄附(Grants and donation) × × × ○ ○ × × × 

国際助成・寄附(For outside country) × × × × ○ ○ × × 

事業実施費(Charitable program ○ ○ × ○ × ○ × ○ 

管理費(Management &administration) × × × ○ × × × ○ 

資金調達費(Fundraising) ○ ○ × ○ × ○ × × 

政治活動(Political activity) × × × ○ × × × × 

その他支出(Other expenses) ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 

収支差引差額(Surplus/deficit) × × × × × ○ × ○ 

収支の経年変化(Financial history) ○ ○ × × × ○ × × 

資

産 

資産合計(Total assets) ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 

預金額と現金(Bank accounts and cash) × × × × × ○ × ○ 

債務額(Debtors and prepayments) × × × × × ○ × ○
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棚卸資産(Inventory/inventories) × × × × × ○ × ○ 

負債(liabilities) ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 

会計基準(Accounting standard) × × × × × × × ○ 

監査の実施(Existence of Audit) × × × × × × × ○ 

遊休財産額 × × × × × × ○ × 

公益目的取得財産額 × × × × × × ○ × 

保有財産の有無(Accumulate property) × × × ○ × ○ × × 

保有資産(Accumulate funds) × × × × × ○ × × 

自己資産(Own use assets) ○ × × × × × × × 

長期投資(Long term investment) ○ × × × × ○ × × 

確 定 給 付 型 年 金 資 産 ま た は 負 債 (Defined 

benefit pension scheme asset or liability) 

○ × × × × × × × 

その他資産(Other assets) ○ × × ○ × ○ × × 

特別優遇の認定の有無(Gift aid, 税額控除など) ○ × × × × × ○ × 

決算日(Fiscal Period End) × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

収支相償(収入＞費用の場合の対応) × × × × × × ○ × 

正味財産増減額(Changes in net asset) × × × × × × × ○ 

小 計 18 12 1 17 14 25 9 21 

公益目的支出割合(Charitable spending ratios) 欧州 北米 大洋州 日本 

A B C D E F G H 

公益目的支出割合(Charitable spending ratios) ○ × × × × × ○ × 

グループ収入のうち公益活動に充てた割合 

(Group income available for charitable activities) 

○ × × × × × × × 

保有割合(Retained) ○ × × × × × × × 

寄附や助成金の拠出の有無 × × × ○ × × × × 

寄附先、助成先のリスト × × × ○ × × × × 

海外からの寄付金の詳細 × × × ○ × × × × 

寄附金以外の寄附の受け入れの詳細 × × × ○ × × × × 

添付資料(Documents) 

年次報告(Annual report) ○ ○ × × ○ × × ○ 

会計報告(Accounts) ○ ○ × ○ ○ × × ○ 

過去の年次報告、会計報告 ○ ○ × × ○ × × ○ 

決定書 × × ○ × × × × × 

定款 × × × × ○ ○ × ○ 

その他事項 

保有する運営文書の種類(Governing document) ○ × × × × × × × 

保有する方針の種類(Policies) ○ × × × × × × × 

保有する土地や施設の有無(Land and property) ○ × × × × × × × 

小 計 9 3 0 5 4 1 1 4 

合 計 47 29 9 53 43 45 25 40 
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別紙４ 

公益法人 Information の「事業報告等の閲覧請求」の画面 
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別紙５ 

特定非営利活動法人の「法人入力情報」の画面 

法人による情報入力は任意であることから、法人有力情報はほとんど使われていない現状があ

る。 
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〈公益法人ガバナンス・コードについて〉 

 

１．本コードの構成等 

(1) 本コードの構成としては、①原則的な事項、②それを原則として選択した根拠、

ならびに③それを具体的にするための運営実務の例を記載することとする。記載

にあたっては、公益法人は法令やガイドラインに沿って設立・運営されているこ

とが前提であることから、これらを遵守すべきことは一般的に記載するが、個々

の遵守事項については法令上の根拠のみをあげ、原則として詳細は言及しない。  

ただ日本の場合は、法令やガイドラインが詳細に規定されていることもあり、

選択した根拠を示すにあたっては、結果的にそれらを示すことが多いことを了解

されたい。 

(2) また、原則的な事項であっても、個々の法人にとって適当でないものについて

は、各法人において適用する（apply）必要はないものである。しかし、それを適

用しない場合はその理由を説明する（explain）ことが好ましい。 

したがって、個々の法人が、自己のガバナンス・コードを作成するにあたって

は、たとえば本コードの事項の内容を適用しない場合は、その理由等を説明する

こととされたい。 

(3) さらに具体的な運営実務については、個々の法人の実例を示したものであって、

それはその法人が自己にとって適当と考えたものであることから、他の法人にと

って不適当ないしは妥当でないものもあり、それをそのまま採用する必要はない。

自らに適したものを自らの判断において考慮し、適用することで十分である。  

２．原則的な事項 

本コードは下記の８つの原則で構成されている。 

原則１ 公益法人の使命と目的 

原則２ 誠実性・社会への理解促進 

原則３ 公益法人の機関の権限（役割）と運営 

原則４ 公益法人の業務遂行 

原則５ 理事会の有効な運営 

原則６ 情報公開・説明責任・透明性 

原則７ リスク管理・個人情報の保護 
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原則８ コンプライアンス・公益通報者保護 

３． 既存の倫理規程（自主行動基準）との関係 

当協会のみならず、一部の公益法人においては倫理規程（自主行動基準）を制定済

みであるが、これと新しいガバナンス・コードとの関係が問題となりうる。  

これについてガバナンス・コードの採択は、基本的には各法人の任意であることか

ら、コードが既存の規程の趣旨に合致する場合は、①既存の規程をそのまま生かすこ

とも、②既存の規程を廃止して新たなものとすることも、③既存の規程の改正で賄う

ことも自由であり、それぞれの法人に任されるものと考える。 

４．留意事項 

本コードでは、次のような前提に基づき策定しているので注意されたい。  

(1) 日本の場合、社団法人と財団法人の区別、それに伴う役員の構成の差異（社団

法人は理事と監事ならびに会計監査人に対し、財団法人の場合はさらに評議員が

加わる）があるので、法人格については単に公益法人とし、役員については理事・

監事（会計監査人）を役員等とし、評議員は役員等の扱いとはしていない（必要

な場合は評議員として規定する）こと。 

(2) 役員等とした場合でも、理事と監事で法律上権限等が異なるときは、それぞれ

別の扱いとしていること。 

 

○凡 例 

・法令等略語 

  一般法人法       一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年法律第 48号） 

  一般法人法施行規則  同法 施行規則（平成 19 年法務省令第 28 号） 

  公益認定法      公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第

49 号） 

・根拠法令条数等の（ ）内表記 

   例：一般法人法第１条第２項第３号 → 一般法人法１②三 

・ 本文中、「社員総会／評議員会」とあるのは、社団法人の場合は「社員総会」、財団法人の場合は  

「評議員会」が該当する意です。 
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公益法人ガバナンス・コード 

 

原則１ 公益法人の使命と目的 

〈考え方〉 

公益法人としての使命ならびにその法人の目的が明確に意識されるとともに、そ

の法人の具体的な公益目的事業の遂行と法人自体の運営が、持続的かつ効果的に行

われること。 

〈根拠〉 

１．公益法人の使命は、民間の団体が自発的に行う公益目的事業の実施により、公益

の増進および活力ある社会の実現に資することを目的としている（公益認定法１）。 

２．公益法人は、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎および技術的能力を有す

る必要がある（公益認定法５②）。 

３．公益法人は、当該事業年度の事業計画書、収支予算書および「資金調達及び設備

投資の見込みを記載した書類」を作成し、当該書類をその主たる事務所に、備え置

かなければならない（公益認定法 21①、同法施行規則 27）。 

〈推奨される運営実務〉 

１．公益法人のすべての役員等は、公益法人制度の趣旨、その法人の公益目的事業お

よび法人の運営について理解し、それにコミットするとともに、外部に対しこれら

を明瞭に説明できる。 

２．公益法人は、毎年度の事業計画ないしは中期計画により、その法人の目的を実現

するための戦略や数値目標、成果目標等を策定し、その実現に邁進するとともに、

その目標の定期的な見直しを行うものとする。 

３．理事会は、地域、関係者（ステークホルダー）等、社会的環境に対して、社会的

責任があることを認識し、自己の法人の使命、目的に従い、必要な資源を確保し、

それを使って公益目的事業を遂行する。 

 

 

 



  4 

原則２ 誠実性・社会への理解促進 

〈考え方〉 

公益法人の役職員は、一般の人々が公益法人に寄せる信認と信頼が重要であるこ

とを常に認識すべきであり、日頃の行動は誠実性をもって実行し、個人の利益となる

ことは行わず、利益相反となる取引については、行うとしても法令ならびに内部規範

に則ることが必要である。 

また、公益法人は、法令等に従って情報を公開するのみならず、自らが行っている

公益目的事業について、積極的に一般の人々に対して公開し、社会一般からの理解を

得るよう努力するとともに、市民の参加と協力を仰ぎ、市民社会における一員として

の位置付けを確保する。  

〈根拠〉 

１．公益法人の理事は、法令および定款ならびに社員総会／評議員会の決議を遵守し、

法人のため忠実にその職務を行わなければならない（一般法人法 83、197）。また、

職員についても法令等の遵守が要請されている（同法施行規則 14 四）。 

２．公益法人の理事に対しては、その法人と競合する取引および利益相反取引は制限

されている（一般法人法 84、197）。公益法人は、その事業を行うにあたり、社員、

評議員、理事、監事、職員等に対し、特別の利益を与えないことが公益認定の要件

とされている（公益認定法５三、四）。 

〈推奨される運営実務〉 

１．公益法人の役職員に対しては、定款の一部として、または独立した規程として、

業務遂行上守るべき倫理条項を規定する。 

２．やむを得ず、理事が利益相反取引を行う場合に備えて、その取引の際、遵守すべ

き内部規程を制定し、それに則って行われるものとする。公益法人の関係者が個人

的に利益を受ける場合は、事前に法人内の然るべき機関の了承を得るとともに、事

後にはそれらを確認できる仕組みを整える。 

３．社会的存在である公益法人の行っている公益事業について、広く世間一般に広報

する機会を設け、社会から常に存在を認識されるよう努める。 
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原則３  公益法人の機関の権限（役割）と運営 

〈考え方〉 

公益法人の機関の権限（役割）と運営は、法令に定められているが、その意義につ

いて明確に意識するとともに、その運営について、それぞれの機関は、法令に沿った

形式を踏むとともに、実質、内容のある議論と決定を行うべきである。 

〈根拠〉 

１．公益社団法人は、社員総会の他に理事、理事会、監事を置かなければならない（一

般法人法 60、61、公益認定法５十四ハ）。公益財団法人は、評議員、評議員会、理

事、理事会および監事を置かなければならない（一般法人法 170①）。 

２．公益法人の社員総会／評議員会は、一般法人法に規定する事項および定款で定め

た事項に限り決議することができる（一般法人法 35②、178②）。 

３．公益法人の社員総会／評議員会、理事・理事会および監事の権限等については、

一般法人法第２章第３節および同法第３章第２節に規定されている。 

〈推奨される運営実務〉 

１．公益法人の役職員等は、その機関の権限と運営について、法令上の規定を熟知し、

細心の注意をもって法令に沿った運営を行うとともに、それぞれの機関において

内容のある議論を行わなければならない。 

２．上記１の遂行のためには、①社員総会／評議員会運営規則、②理事会運営規則な

らびに③監事監査規程等を作成することが望まれる。 

 

原則４ 公益法人の業務執行 

〈考え方〉 

公益法人の業務執行は、理事会の決定・監督のもとに代表理事・執行理事により行

われるが、業務執行の決定・監督にあたり、理事会は公益目的事業の目的と意義に沿

って、主体的にかつ理事および職員と連帯して行動すべきである。 

そのためには、代表理事・執行理事の選定・解職に留意するとともに、それぞれの

役割と責任を明確に規定する他、幹部職員の任命や事務取扱い手続等を規定する必

要がある。 
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〈根拠〉 

１．理事会はすべての理事で組織され、①業務執行の決定、②理事の職務の執行の監

督、ならびに③代表理事の選定および解職を行うとされている（一般法人法

90①②）。また、執行理事は理事会で選定され、業務を執行する（同法 91①二）。 

２．理事会は、重要な使用人の選任・解任について、代表理事・執行理事に委任する

ことなく、自ら決定する（一般法人法 90④三）。 

３．役員等がその法人または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合に、他の

役員等も責任を負うときは、連帯債務者となる（一般法人法 118）。 

〈推奨される運営実務〉 

１．理事・監事の選任・解任および代表理事・執行理事の選定・解職について、一定

の基準（考え方）が設けられるべきである（後記原則５参照）。 

２．代表理事および執行理事の職務権限については、「理事の職務権限規程」等を設

け、その役割分担と責任を明確に規定する。 

３．使用人の任命や職責、事務局の組織や職制等について、その事務取扱いの基準を

定め、事務の適正な運営を図る。 

 

原則５ 理事会の有効な運営 

〈考え方〉 

公益法人の有効な運営が行われるかどうかは、理事会にかかっており、理事・監事

の選任・解任が妥当に行われ、選定された代表理事や執行理事のリーダーシップのも

と、法人の保有する専門性や財産が活用され、理事が一体となって職員とチームを組

んで事業を推進すべきである。 

事業の執行については、理事同士の執行の監督が重要である一方、監事や会計監査

人の外部的視点からの監査監督が十分になされるべきである。 

〈根拠〉 

１．理事・監事の選任・解任は、社員総会／評議員会において行われる（一般法人法

63、70、176、177）。公益法人においては、理事・監事について、それぞれの総数

に対して、親族の制限や同一団体の制限がある（公益認定法５十、十一）。  
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  代表理事・執行理事の選定・解職は理事会において行われる（法人法 90②③、

197）。 

２．法人の業務執行の決定は、理事会で行われる（一般法人法 90②、197）とともに、

具体的な業務執行は、代表理事または執行理事が行う（同法 91①、197）。 

３．法人の業務執行の監督は、理事同士で行われる（一般法人法 90②二、197）とと

もに、監事および会計監査人によって行われる（同法 99①、100、107、197、同法

施行規則 16）。このため、代表理事および執行理事は自己の職務の執行状況を３ヵ

月に１回以上（定款に定めた場合は４ヵ月の間隔で２回以上）、実際に開催された

理事会で報告しなければならない（同法 91②、98②）。 

〈推奨される運営実務〉 

１．理事の選任・解任、代表理事・執行理事の選定・解職 

(1) 理事の選任にあたっては、法令の基準を遵守することは当然のこととして、一定

の基準が設けられるべきであり、近親者や同一団体からのみではなく、広く候補

者の能力や経験・専門知識、理事会にコミットできる時間や意欲、年齢・地域・

性別等のバランスならびに理事の総数等が考慮されるべきである。 

（例１） 理事の長期固定化による独断的ないしはマンネリ化した運営を避けるた

め、最高年齢の制限や就任期間等の制限を内容とする、定年制の採用が考

えられる。 

（例２）理事会の多様性を図るため、年齢・地域・性別等のバランスについて、一

定の比率ないしは実数の目標を定めることが考えられる。 

（例３）理事の総数については、法人の事業規模や事業内容等により異なるもので

あるが、法令や定款で定めた数の最低限であったり、逆に過剰な数である

のは、運営実務上困難を招くことがあるので避けるべきであり、適当な数

を考慮する。 

(2) 理事の選任方法については、理事会が社員総会／評議員会に議案として提出す

る候補者名簿の作成にあたっては、日ごろから理事全員が役員等のリクルートに

留意するとともに、外部委員を含んだ選考委員会（あるいは指名委員会）等を法人

内に設けて選出することも、広く候補者を選出するために有効と考えられる。法人

の公益目的事業等の性格や規模等によっては、候補者を公募することも考えられ
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るが、その要件の設定や候補者の審査については、十分留意することが必要である。 

(3) 理事の解任・解職（特に代表理事・執行理事の解職）については、法定の不適

格事由にあたる場合は格別であるが、それ以外の不適任等の場合は、実際問題とし

ては難しい。そのような事態が生じないためには、選任・選定の際に十分留意する

ことはもちろんであるが、理事については、その任期を一律短縮化し（たとえば１

年とする）、毎年その適格性を洗い替えすることが可能となる等の手段をとること

も、理事の選任の事務手続きの煩雑さを招く恐れはあるものの考慮に値すると思

われる（あるいは、役員等の評価委員会を設けることも考えられる）。  

２．理事会の運営 

(1) 理事会の開催は、定期的に行われるほかに、緊急かつ重大な問題等の発生に応

じて、適宜開催するべきであり、いずれの場合においても最適な結論に達するよう

に、各理事あてに事前に必要な情報等が送付されるべきである。 

(2) 理事会においては、各理事は積極的に自己の意見を陳述すべきであり、意見の

大きな相違が生じたときは、いろいろな視点から時間をかけて検討し、妥当な結論

に達するとともに、一旦決定された場合には、理事全員が一致してそれに従うべき

である（ただし、同意できない場合は、理事は議事録に異議をとどめることができ

る）。 

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する

分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする（特に財産の管

理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も

受けつつ、その責任を全うする）。 

(4) 代表理事および執行理事は、理事会の運営についてリーダーシップを発揮する

とともに、理事会において決定された事項の執行においては、理事会の意見を十分

尊重するとともに、職員と一体となってその決定事項を実現するよう努力すべき

である。 

(5) 代表理事および執行理事以外の理事においても、他の理事や代表理事および執

行理事の職務の執行についての監督責任があることから、積極的に法人の運営に

コミットする必要があるため、理事会においては重要な情報等について、すべて報

告されるべきである。 
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３．監事の役割と理事会 

(1) 監事は理事の職務の執行を監査するが、そのためには理事会に出席し、積極的

に意見を述べるべきである。 

(2) 監事は、理事が不正の行為をし、またはその恐れがある場合、または法令およ

び定款に違反する事実等があると認めるときは、その旨を理事会に報告するとと

もに、理事会を招集するよう、その権限を積極的に行使すべきである。  

(3) 監事は、法人全体の事業をチェックする重要な立場にあり、公正な態度および

独立の立場を保持すべきであるが、その職務の遂行にあたり、役職員との意思疎通

を図り、情報の交換をする機会を設けるなど、監事の職責を果たしやすい環境を整

備すべきである。 

 

原則６ 情報公開・説明責任・透明性 

〈考え方〉 

法人運営上の規律の遵守を確保し、義務や責任を果たしていることの証として、自

らの法人に関する事業活動について積極的に情報開示することで透明性を確保し、

説明責任を果たすべきである。 

〈根拠〉 

１．公益法人は、公益認定を受け、税制上の恩典を取得した社会的存在であることを

強く自覚し、情報開示と説明責任を果たすことにより、社会からの信頼と存在意義

の正統性を得ることが必要である。 

２．公益法人は法令により、各種の重要な書類について、事務所備置きないしは閲覧

を要請されている（公益認定法 21、22）。 

〈推奨される運営実務〉 

１．理事会は組織ならびに事業活動の透明性と説明責任について、情報公開規程等を

策定して、その公開を主導するとともに、代表理事、執行理事および職員は、適切

な情報開示を実施する。 

２．情報開示の手段として、法令上要請されている事務所備置き、閲覧以外に、より

積極的にウェブサイトなど電磁的方法による開示にも努め、利害関係者はもとよ
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り一般国民に対して透明性を図り、説明責任を果たす。 

３．開示情報は、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いもの

となるよう工夫する。 

 

原則７ リスク管理・個人情報の保護 

〈考え方〉 

理事会は、法人の運営・管理について責任を負っているが、その一環としての法人

のリスク管理体制は、リスクの範囲が広がり、複雑化している現状では、公益法人自

体のみならず関係者（ステークホルダー）を守るため、より重要となっている。  

特に巨大な自然災害やサイバーテロならびに個人情報の保護等については、細心

の注意と対策が必要であり、法人として組織的なリスク管理を徹底する必要がある。 

〈根拠〉 

１．理事会は、理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制、その他法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定

める体制の整備をする必要がある（一般法人法 90④五、ただし第５号の適用があ

るのは、法律的には大規模法人である（同法⑤））。法務省令で定める体制の整備の

一つとして、「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」がある（同法施行規

則 14 二）。 

２．個人情報の保護については、営利法人のみならず、非営利法人においても、個人

情報取扱事業者に該当する場合は、「個人情報の保護に関する法律」の適用を受け

る。また個人情報のうち、個人番号については、特定個人情報として「行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（マイナンバー法）

の適用を受ける。 

〈推奨される運営実務〉 

１．理事会は、その法人をめぐる想定されるリスクについて、リスク管理規程を作成

し、役職員にそのリスクを周知徹底するとともに、それが発生した場合の対応・対

策について、事前に定期的な見直しやシミュレーションおよび実地訓練等を行う

ことが望まれる。 
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２．リスク管理規程の対象となるリスクとその対応方法については、各法人により異

なるが、標準的には次のような事項を含むことが多い。 

  ①その法人に想定される具体的リスクの定義。たとえば、法人内部の危機（信用・

財務・人材等）、外部からの危機（自然災害、反社会的勢力からの不法な攻撃、

広範な感染症の発生等）、情報システムに係わる危機（サイバーテロ等） 

  ②リスクに対する法人の基本的考え方の明示 

  ③具体的リスクの発生の場合の役職員の行動と役割 

  ④災害等の緊急事態の場合の組織体制や通報対応の具体的手段 

  ⑤リスクの発生とその対応に関する役職員の責任とそれに違背した場合の懲罰 

３．個人情報の管理については、個人情報等管理規程等を作成し、一般のリスク管理

とは別に管理することが望ましい。 

 

原則８  コンプライアンス・公益通報者保護 

〈考え方〉 

公益法人が関連する法令や定款等を遵守することは当然であるが、理事会は、役職

員等が遵守していることを常に確認する必要がある。 

また、これを担保するため、役職員等が不利益を被ることなく、役員等ならびに他

の職員のコンプライアンス違反を内部通報できる体制を整備すべきである。  

〈根拠〉 

１．理事ならびに職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた

めの体制を、理事会は整備する必要がある（一般法人法 90④五、同法施行規則 14

四）。  

２．消費者保護を目的としたものではあるが、一定の事項のコンプライアンス違反を

行っている役職員等を対象として内部告発（公益通報）する者を保護する制度が作

られている（公益通報者保護法）。 

〈推奨される運営実務〉 

１．役職員等を対象としたコンプライアンス規程を作成し、広く周知するとともに、

その実効をあげるために、必要に応じて法人内にコンプライアンス委員会を設け、
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その遵守状況等について、定期的に理事会に報告すること等が望まれる。  

２．現にコンプライアンス違反を行っている者を告発し、上記のコンプライアンス体

制の実効性を確保するため、公益通報者保護制度（「公益通報者保護に関する規程」

など）を策定することが望まれる。 

以上 
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